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議　第  20  号

平成２４年度御所市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12,330,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度

　額は、「第２表　債務負担行為」による。

（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

　起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　地方債」による。

（一時借入金）

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000,000千円

　と定める。

（歳出予算の流用）

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

　ことができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足

　　を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

　平成２４年３月５日　提出

御 所 市 長   東  　川 　　 裕

　　　　　　　　　　　平成２４年度　御所市一般会計予算
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第 １ 算

動

金利子 １７５

車

3 貸付金元利収入 ７

税

０

4 介護予

６

防サービス計画費収入

３

１７，３５８

，

5 旧老人保健医療費

９

支払基金交付金 ６５４

１

6 雑入 ２１

４

５，８８５

20 市債 ６２３，４００

4 市たばこ税 ２４０，０００

5 都市計画税 ９８，４８１

2 地方譲与税 １１８，０００

1 地方

歳

揮発油譲与税 ３６，０

　

００

2 自動

入

車重量譲与税 ８２，０

表
(

００

3 利子

単

割交付金 １２，０００

位

1 利子割交

　

付金 １２，０００

千

4 配当割交付金

円

１２，０００

)

1 配当割交付金 １２

款

，０００

5

項

株式等譲渡所得割交付

金

金 ３，０００

　

　

1 株式等譲渡所得割

　

交付金 ３，０００

　

6 地方消費税交

　

付金 ２４９，０００

　

1 地方消費税

　

交付金 ２４９，０００

額

7 ゴルフ場利用税交付金 １４，０００

1 ゴルフ場利用税交付金 １４

　

，０００

8 自動車取得税交付金 ３

1

９，０００

市

1 自動車取得税交付金

税

３９，０００

３

9 地方特例交付金 ６

，

，０００

1

０

地方特例交付金 ６，０

４

００

10 地

５

方交付税 ４，９９５，

歳

，

０００

1 地

６

方交付税 ４，９９５，

４

０００

11

５

交通安全対策特別交付金 ４，１６６

1 交通安全対策特別交付金 ４，１６６

12 分担金及び負担金 １０９，０８５

1

(単位

入

市

　千円)

款 項 金　　　

民

　　　額

1

税

負担金 １０８，６７１

１ 2 分担金 ４， １４

13 使

２

用料及び手数料 ４０５

９

，１８２

1

４

使用料 ３０４，１２３

，

2 手数料 １

８

０１，０５９

歳

６

14 国庫支出金 １，

７

７４６，０１７

1 国庫負担金 １，５５９，８５６

2 国庫補助金 １７６，５８５

3 国庫委託金 ９，５７

2

６

15 県支

固

出金 ６３９，０９３

定

1 県負担金 ３

出

資

８８，９００

産

2 県補助金 ２０６，

税

０５７

3 県

１

委託金 ４４，１３６

，

16 財産収入

３

５４，９４４

４

1 財産運用収入 ５，

８

７４４

2 財

，

産売払収入 ４９，２０

３

０

17 寄附

予

８

金 ４，９９６

３

1 寄附金 ４，９９６

18 繰入金 １３，３３０

1 基金繰入金 １３，３３０

19 諸収入 ２３６，１４２

3

1 延滞金・

軽

加算金及び過料 ２，０

自

００

2 市預
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千

８１

1 議会

円

費 １８１，５８１

)

2 総務費 １，５

款

１２，２０６

項

1 総務管理費 １，２

金

１９，９９２

　

2 徴税費 １７９，２

　

２３

3 戸籍

　

住民基本台帳費 ６６，

　

０１１

4 選

　

挙費 ２７，９６５

　

5 統計調査費 ２

額

，８３８

6 監査委員費 １６，１７７

3 民生費 ４，３７１，１４９

1 社会福祉費 １，６５３，００７

1

2 児童福祉費

市

１，４４８，９２３

債

3 生活保護費

６

１，２６９，２１９

２

4 衛生費 １，

３

４７６，１２７

，

1 保健衛生費 ４９

４

３，０９７

０

2 清掃費 ９８３，０３

０

０

5 農林業費 １１３，３２２

1 農業費 ９１，５６１

2 林業費 ２１，７６１

6 商工費 ９９，

歳

５３７

1 商

　

工費 ９９，５３７

入

7 土木費 ８６７

　

，０６０

1

合

土木管理費 ７４，９８

　

４

(単

計

位　千円)

款 項 金　　

１

　　　　額

２

2 道路橋梁費 ２１７，

，

００５

3 河３ 川費 １５，２３３３

4 都市計画費 ４

０

７６，７４３

，

5 住宅費 ８３，０９

０

５

8 消防費

０

４６２，３５８

０

1 消防費 ４６２，

(

３５８

9 教育費 ８０５，５１２

1 教育総務費 ９４，８５６

2 小学校費 １５７，３２２

3 中

歳

学校費 １１３，６０５

　

4 幼稚園費

出

５６，２６６

(

5 社会教育費 ２０３

単

単

，６１３

6

位

人権教育費 ５８，７０

　

４

7 保健体

千

育費 １２１，１４６

円

10 災害復旧

)

費 ３０

1 土

款

木施設災害復旧費 ３０

項

11 公債費

金

２，４２１，１１８

　

1 公債費 ２，

位

　

４２１，１１８

　

12 予備費 ２０，

　

０００

1 予

　

備費 ２０，０００

　

歳 　 出 　 合 　 計

額

１２，３３０，０００

　

1 議会費 １８１，５
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第２表債務負担行為

自 平 成 24 年 4 月 1 日

至 平 成 25 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 5 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 25 年 4 月 30 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 31 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 28 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 29 年 2 月 28 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 28 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 29 年 8 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

５６,３１４戸籍電算化関係経費

１,８８６
土地改良施設維持管理適正化事業
負担金

予算に定める額広報ごせ印刷

３,０００,０００
御所市土地開発公社の金融機関等
からの融資に対する債務保証

８,５０１財務会計システムリース

２９３市民税データ入力作業

３６０,０００基幹システム更改経費

３,６９８議会速記及び会議録作成

事 項 期 間
限 度 額

（単位：千円）

１５２,６４０学校用コンピューターリース

１３,５３５図書館業務委託

予算に定める額がん検診業務

予算に定める額火葬業務
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事 項 期 間
限 度 額

（単位：千円）

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日

予算に定める額ごみ収集・処理施設用燃料

予算に定める額
アザレアホール照明音響等技術者
派遣

予算に定める額
アザレアホール清掃及び環境衛生
管理業務

予算に定める額消防設備保守点検

予算に定める額文化財発掘調査委託

予算に定める額ごみ処理施設用薬品

予算に定める額老人福祉施設用燃料

予算に定める額
学校施設給排水設備及び浄化槽保
守点検

予算に定める額産業振興センター清掃業務

予算に定める額防災センター設計監理委託

予算に定める額通学バス運行

予算に定める額語学指導業務

予算に定める額クリーンセンター電気保安業務委託
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第３表　　地　方　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

（ただし、利率見直
し方式で借り入れ
る政府資金及び地
方公共団体金融
機構については、
利率見直しを行っ
た後においては当
該見直し後の利
率）

清掃運搬施設整備事業 15,000 〃 〃 〃

道路整備事業 94,000 〃 〃 〃

水路整備事業 12,600 〃 〃 〃

防災施設整備事業 4,800 〃 〃 〃

合 計 623,400 

臨時財政対策

政府資金については、その
融通条件により、銀行その
他の場合には、その債権者
との協定による。ただし、市
財政の都合により、据置期
間及び償還期限を短縮し若
しくは繰上償還又は低利に
借換えすることができる。

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

5.0％以内

497,000 
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議　第  21  号

平成２４年度御所市国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,892,255千円と定める。

２　歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円

　と定める。

（歳出予算の流用）

第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

　ことができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足

　　を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

　平成２４年３月５日　提出

御 所 市 長   東  　川 　　 裕

平成２４年度　御所市国民健康保険事業特別会計予算
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第 １ 算

手

立替金 ２４０

数

11 予備費 ７，００

料

０

２４０

3 国庫支出金 １，４５３，７６９

1 国庫負担金 ７８３，６４７

2 国庫補助金 ６７０，１２２

4 療養

歳

給付費交付金 ７８，１

　

２３

1 療養

入

給付費交付金 ７８，１

表
(

２３

5 前期

単

高齢者交付金 ８９２，

位

４００

1 前

　

期高齢者交付金 ８９２

千

，４００

6

円

県支出金 １９３，９０

)

４

1 県負担

款

金 ２６，３４５

項

2 県補助金 １６７

金

，５５９

7

　

　

共同事業交付金 ４０７

　

，８７５

1

　

共同事業交付金 ４０７

　

，８７５

8

　

繰入金 ２３０，２６３

　

1 他会計繰

額

入金 ２３０，２６３

9 諸収入 ４，４１５

1 延滞金 １，０００

　

2 預金利子 ３０

3 雑入 ３，１

1

４５

4 療養

国

費等指定公費返還金 ２

民

４０

歳 　 入

健

　 合 　 計 ３，８９２，

康

２５５

歳

保

　出 (単位　千円)

款

険

項 金　　　　　　額

税

1 総務費 ６３

歳

６

，３７５

３

(単位　千円)

款 項

１

金　　　　　　額

， 1 総務管理費 ５２ ７，０２２６

2 徴税費 ６，３３３

６

3 運営協議会費 ２０

2 保険給付費 ２，６７７，９２３

1 療

入

養諸費 ２，３３２，３２２

2 高額

1

療養費 ３２３，２３０

国

3 出産育児

民

諸費 ２０，１７１

健

4 葬祭諸費 ２，

康

１６０

5 移

保

送費 ４０

3

険

老人保健拠出金 １，０

税

２９

1 老人

歳

６

保健拠出金 １，０２９

３

4 共同事業

１

拠出金 ４５１，０４６

，

1 共同事業

２

拠出金 ４５１，０４６

６

5 前期高齢

６

者納付金等 １，６０１

1 前期高齢者納付金等 １，６０１

6 後期高齢

出

者支援金等 ４４６，２４９

1 後期

2

高齢者支援金等 ４４６

使

，２４９

7

用

介護納付金 ２０４，０

料

９４

1 介護

及

納付金 ２０４，０９４

び

8 保健事業

手

費 ３６，８３１

数

1 保健事業費 ７，

予

料

０９９

2 特

２

定健康診査等事業費 ２

４

９，７３２

０

9 公債費 ３６７

1 公債費 ３６７

10 諸支出金 ２，７４０

1 償還金及び還付加算金 ２，５００

1

2 療養費等指定公費
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千円)

款 項 金　　　　　　額

1 予備費 ７，０００

歳 　 出 　 合 　 計 ３，８９２，２５５

(単位　
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議　第  22  号

平成２４年度御所市学校給食費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 94,774千円と定める。

２　歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　平成２４年３月５日　提出

御 所 市 長   東  　川 　　 裕

平成２４年度　御所市学校給食費特別会計予算
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第 １ 算

3 繰越金 ５４６

1 繰越金 ５４６

歳 　 入 　 合 　 計 １１０，０００

歳　出 (単位　千円)

款 項 金　　　　　　額

歳

1 総務費 ６８，７９

　

８

1 総務管

入

理費 ６８，７９８

表
(

2 事業費 ４０，

単

９０２

1 事

位

業費 ４０，９０２

　

3 予備費 ３００

千

1 予備費 ３

円

００

歳 　 出

)

　 合 　 計 １１０，００

款

０

項 金

　

　　　　　　額

　

1 使用料 ９４，４

歳

４７

1 使用

入

料 ９４，４４７

歳

2 諸収入 １５，０

出

０７

1 諸収

予

入 １５，００７
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議　第  23  号

平成２４年度御所市国民宿舎葛城高原ロッジ特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 110,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　平成２４年３月５日　提出

御 所 市 長   東  　川 　　 裕

　　　　平成２４年度　御所市国民宿舎葛城高原ロッジ特別会計予算
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第 １ 算

)

款 項 金　　　　　　額

1 給食費 ９４，７７４

1 給食費 ９４，７７４

歳 　 出 　 合 　 計 ９４，７７４

歳　入

表
(単位　千円)

款 項 金

　

　　　　　　額

　

1 負担金 ９４，７

歳

７４

1 負担

入

金 ９４，７７４

歳

歳 　 入 　 合 　 計 ９

出

４，７７４

予

歳　出 (単位　千円

13



議　第  24  号

平成２４年度御所市下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 876,116千円と定める。

２　歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

　起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　地方債」による。

（一時借入金）

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、600,000千円

　と定める。

（歳出予算の流用）

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

　ことができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足

　　を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

　平成２４年３月５日　提出

御 所 市 長   東  　川 　　 裕

　　　　　　　平成２４年度　御所市下水道事業特別会計予算
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第 １ 算

料 ９０，４２０

2 手数料 １８０

3 国庫支出金 １２４，５９９

1 国庫補助金 １２４，５９９

4 繰入金 ４０６，６０

歳

７

1 一般会

　

計繰入金 ４０６，６０

入

７

5 諸収入

表
(

１０

1 雑入

単

１０

6 市債

位

２４３，８００

　

1 市債 ２４３，８

千

００

歳 　 入

円

　 合 　 計 ８７６，１１

)

６

歳　出

款

(単位　千円)

款 項 金

項

　　　　　　額

金

1 下水道事業費 ４

　

　

３５，８８８

　

1 下水道事業費 ４３

　

５，８８８

　

2 公債費 ４４０，１２

　

８

1 公債費

　

４４０，１２８

額

3 予備費 １００

1 予備費 １００

歳 　 出 　 合 　 計 ８７６，１１６

　

1 分担金及び負担

歳

金 １０，５００

入

1 分担金 １０，５

歳

００

2 使用

出

料及び手数料 ９０，６

予

００

1 使用
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第 ３ 表　　地　方　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

特定環境保全公共下水道事業 51,100 〃 〃 〃

流域下水道事業 35,700 〃 〃 〃

下水道事業〈特別措置分〉 20,000 〃 〃 〃

合 計 243,800 

公共下水道事業

政府資金については、その融
通条件により、銀行その他の
場合には、その債権者との協
定による。ただし、市財政の
都合により、据置期間及び償
還期限を短縮し若しくは繰上
償還又は低利に借換えする
ことができる。

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

137,000 
5.0％以内
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議　第  25  号

平成２４年度御所市介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,081,938千円と定める。

２　歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度

　額は、「第２表　債務負担行為」による。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

　ことができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足

　　を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

　平成２４年３月５日　提出

御 所 市 長   東  　川 　　 裕

平成２４年度　御所市介護保険事業特別会計予算
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第 １ 算

3 国庫支出金 ７６６，９１９

1 国庫負担金 ５２０，４２８

2 国庫補助金 ２４６，４９１

4 支払基金交付金 ８５９

歳

，７４５

1

　

支払基金交付金 ８５９

入

，７４５

5

表
(

県支出金 ４５０，１１

単

３

1 県負担

位

金 ４３９，０５３

　

2 県補助金 １１

千

，０６０

6

円

繰入金 ４７６，２６４

)

1 一般会計

款

繰入金 ４４８，７７７

項

2 基金繰入

金

金 ２７，４８７

　

　

7 諸収入 １８０

　

1 預金利子 ４

　

８

2 雑入 １

　

３２

歳 　 入

　

　 合 　 計 ３，０８１，

　

９３８

歳

額

　出 (単位　千円)

款 項 金　　　　　　額

1 総務費 ６８，７７３

1

　

総務管理費 ３７，１０８

2 徴収費

1

１，９８４

介

3 介護認定審査会費 ２

護

９，６８１

保

2 保険給付費 ２，９５

険

２，２５０

料

1 給付諸費 ２，９５２

５

，２５０

２

(単位　千円)

款 項

歳

８

金　　　　　　額

， 3 地域支援事業６ 費 ６０，６１７９

1 介護予防事業費

５

１２，３９３

2 包括的支援事業費・任意事業費 ４８，２２４

4 基金積立金 ４８

1 基金積立金 ４８

入

1

5 諸支出金 ２５

介

０

1 償還金

護

及び還付加算金 ２５０

保

歳 　 出 　 合

険

　 計 ３，０８１，９３

料

８

５２８，

歳

６９５

2 使

出

用料及び手数料 ２２

予

1 手数料 ２２
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第２表債務負担行為

自 平 成 25 年 4 月 1 日

至 平 成 26 年 3 月 31 日
予算に定める額介 護 用 品

事 項 期 間
限 度 額

（単位：千円）
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議　第  26  号

平成２４度御所市後期高齢者医療保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 373,588千円と定める。

２　歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　平成２４年３月５日　提出

御 所 市 長   東  　川 　　 裕

平成２４年度　御所市後期高齢者医療保険事業特別会計予算
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第 １ 算

1 手数料 ２１

3 繰入金 １３３，７０１

1 他会計繰入金 １３３，７０１

4 諸収入 １０，００２

1 延滞金・

歳

加算金及び過料 １

　

2 雑入 １０，０

入

０１

歳 　 入

表
(

　 合 　 計 ３７３，５８

単

８

歳　出

位

(単位　千円)

款 項 金

　

　　　　　　額

千

1 総務費 １８，８

円

９６

1 総務

)

管理費 １８，００７

款

2 徴収費 ８８

項

９

2 後期高

金

齢者医療広域連合納付

　

　

金 ３４３，６９２

　

1 後期高齢者医

　

療広域連合納付金 ３４

　

３，６９２

　

3 保健事業費 １０，０

　

００

1 健康

額

保持増進事業費 １０，０００

4 予備費 １，０００

1 予備費 １，００

　

０

歳 　 出 　 合 　 計 ３７３，５８８

1 後期高齢者医療

歳

保険料 ２２９，８６４

入

1 後期高齢

歳

者医療保険料 ２２９，

出

８６４

2 使

予

用料及び手数料 ２１
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